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2026年度 給付型奨学生募集要項 
１．趣 旨 

   群馬県内の国公立大学法人(以下「大学」)に在籍し、意思堅実、学業優秀でありながら経

済的理由により修学が困難な学生に対し、奨学援助に関する事業を行い、社会有用の人材

の育成に寄与するため奨学金を支給いたします。 

 

２．2026 年度奨学生採用予定人数 

   2026年 4月に群馬県内の国公立大学に入学する者 7名程度 

 

３．奨学金の額、奨学金支給期間及び奨学金支給時期 

 (1)奨学金の額、奨学金支給期間 

１人当たり 20万円／年額 × ４年間 ＝計 80万円   

※支給対象となった者に対し、2026年 4月から 4年間、毎年 20万円を支給。 

※当財団からの奨学金は給付型。返済の必要はありません。 

 

但し、その者が第 9 項に記載の奨学金の休止または廃止事由に該当した場合はこの

限りではありません。 

 

  (2)奨学金支給時期 

   毎年 6月に年額をまとめて支給致します。 

（本年度分（2026年 4月～2027年 3月分）については、2026年 7月に支給いたしま

す。以降毎年、同様に、年度分を 6月に支給致します。） 

 

４．奨学生の応募資格 

下記のいずれにも該当すると認められる者。 

  (1) 2026年 4月に群馬県内の国公立大学に入学する者であること（学部 1年生） 

（2）意思堅実で学業が優秀であること 

（3）学資が豊かでないこと 

※すでに他の奨学金（給付型・貸与型を問いません）を受けている、受け

る予定、の学生も応募可能です。 

 

５．応募の手続 

（1）学校の推薦 

    奨学金の申請を行う場合は、大学の推薦が必要です。推薦書の書式については以下

（2）項をご参照ください。 

 

一般財団法人 

サンヨー食品奨学財団 



2 

 

（2）願書等の提出 

  下記の書類を、大学の担当部署（学生支援チーム）を通して提出してください。な

お、ご提出いただいたこれらの書類は返却いたしません。また、記載いただきました

個人情報は目的以外に使用いたしません。選考中を含め選考後も施錠された安全な

場所で管理いたします。（作文以外は、手書き・PC入力いずれも可） 

✓ 奨学生願書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・添付書式 

⚫ 写真（最近撮影の半身脱帽のもの 4cmx3cm）を貼付 

✓ 高校最終学年の学業成績証明書・・・・・・・・・・高校が作成するもの 

✓ 応募学生には作文を提出していただきます。 

⚫ 題「進学の目的と将来の抱負」(学生本人の手書きによるもの、

400字詰め原稿用紙 1枚) 大学名、氏名を忘れずに記載。 

・・・・・原稿用紙は 400字詰めですが、添付書式を使用して 

構いません。 

✓ 応募学生の世帯の生計を担う方々全員の所得を証明する書類（給与所得者の

場合は前年の源泉徴収票の写し、給与所得者以外の場合は前年の確定申告

書第一表の写し、上記の書類の用意ができない所得による場合、所得金額

のわかる適宜の書類の写し） 

 

６．応募の締め切り 

学生支援チームに４月３０日までに提出してください。 

学生支援チームからサンヨー食品奨学財団に提出します。 

 

７．面接の実施 

選考委員による書類選考を経て、二次選考に残った方々について面接を行います。面

接の予定期間は 6月中旬です。個々の学生との面接日時については、当財団より直接、

対象となった学生に連絡し決定いたします。 

 

８．奨学生の決定 

奨学生の決定 

奨学生は選考委員会、理事会を経て 6月下旬～7 月上旬に決定されます。なお、選考

の経過及び決定の理由は公表いたしません。 

 

奨学生の決定通知 

採用となった奨学生には、大学を通じて決定連絡書（各自宛て）を交付します。 

不採用となった学生には、不採用通知書を当財団より直接郵送いたします。 
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９．奨学金の休止又は廃止事由 

奨学生が以下に該当するときは、奨学金の支給を停止又は打ち切ることがあります。 

（1）在学する大学において学籍を失ったとき 

（2）病気その他の理由により学業を継続できる見込みが立たないとき 

（3）理由なく長期にわたって欠席したとき 

（4）学業成績又は素行が甚だ不良のとき 

（5）奨学金願書等の提出書類の記載事項に虚偽が発見されたとき 

（7）これらの他、奨学生としての資格を失ったとき、奨学生として不適切な振る舞い

があったとき 

 

10．奨学生の義務 

  奨学生となった学生には、当財団が主催する交流会（年 1～2回程度）等に参加して頂

きます。 

また、奨学生となった学生には、翌年以降、奨学生最終年度までの毎年 5 月末までに

「学業成績表（大学指定の成績証明書）」と「作文（1 年間の体験・所感・研究成果等、

400 字詰め原稿用紙１枚）」を当財団あて郵送（住所以下参照）にて提出していただきま

す。 

 

まずは、大学の学生支援チームまでお問い合わせください。 

 電話 ０２７－３４４－６２６２ 


